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政務活動費連絡会記録 
 

 

１ 開催日時  令和６年９月９日（月） 14：15～14：23 

 

２ 開催場所  新庁舎８階 議会中会議室 

 

３ 出席者 

(1) 出席議員 

座長 新堀 史明 

委員 田中 信次、武田 翔、山口 美津夫、栄居 学、菅原 あきひと、佐藤 けいすけ、 

藤井 深介、松川 正二郎 

(2) 議会局出席者 

局長 浦邊 哲、副局長兼総務課長 山田 修、 

経理課長 奥澤 陽一、参事兼議事課長 井上 実、政策調査課長 林 弘幸                

 

４ 議題 

 政務活動費のあり方の検討について 

 

５ 会議記録 

（新堀座長） 

ただ今から政務活動費連絡会を開会いたします。 

本日、委員の皆様方には、お忙しいところご参集くださいまして、ありがとうございま

す。 

議長から、私、新堀が当連絡会の座長に選任されたところであります。 

委員の皆様方と協力して、政務活動費のあり方の検討に真摯に取り組んでまいりたいと

存じますので、各会派のご協力をよろしくお願いいたします。 

はじめに、今後の当連絡会における県政記者の写真撮影につきましては、政務活動費連

絡会要綱第 11 条第２項の規定により許可することにいたしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、そのようにさせていただきます。 

次に、委員席についてでありますが、ただいまお座りの席ということでよろしくお願い

いたします。     

本日の議題は、お手元の会議次第のとおり、「政務活動費のあり方の検討について」で

あります。 

それでは、本日の協議に入ります。 

ご協議いただく事項は、今年度の当連絡会における検討事項についてです。 

このことについて、本職において、今年度の検討事項の案を作成し、委員の皆様のお手

元にお配りいたしました。 

それでは、この座長案につきまして、議会局より説明していただこうと思います。 

（経理課長） 

それでは、座長案についてご説明いたします。 



2 

 

資料「令和６年度 政務活動費連絡会における検討事項について（案）」をご覧願いま

す。 

  「１ 事務所台帳の様式変更」でございますが、これは、令和５年度の政務活動費連絡

会において、現行の事務所台帳の記載事項の拡充についての方向性を決定し、内容につい

ては令和６年度の政務活動費連絡会で検討することとしたため、具体的な変更内容を、検

討するものでございます。 

「２ 事務所の警備料の取扱い」でございますが、これは、昨今盗難や不審者の侵入な

どがあることから、政務活動費に事務所の警備料を充当することについて検討するもので

ございます。 

次に、「３ 事務所の管理運営費（資産形成につながらない小規模修繕）の取扱い」で

ございますが、これは、事務所費に係る管理運営費（維持管理に係る費用）について、蛍

光灯交換など資産形成につながらない小規模修繕の場合に政務活動費を充当することがで

きないか検討するものでございます。 

次に、「４ 事務所の家賃保証料(解約時等に返還されないもの)の取扱い」でございま

すが、これは、事務所費の賃借料については、家賃保証サービスを使用した支払いをする

場合がございますが、当該サービスでは、借主が保証人不要とすることができ、貸主は滞

納リスクを抑えられるメリットがございます。 

このサービスの支払いについては、２年に１回程度の保証料がかかります。 

これは、従来の保証金や敷金のように解約時等に返還されるものではなく、掛け捨ての

ものであることから、政務活動費で充当することができないか検討するものでございます。 

次に、「５ 県外及び国外における調査研究を実施した場合の提出書類の取扱い」です

が、これは、宿泊を伴わない日帰りの県外等での調査研究においても「政務活動費（県

外・国外）支出票」を議長提出書類とすることについて検討するものでございます。 

なお、ご参考として、職員の旅費の取扱いでは、都内 23 区等への出張につきましては、

県内旅行として取扱うものとされています。 

次に、「６ 領収書その他証拠書類の添付方法」ですが、これは、レシート等を添付す

る際には、購入物品の内訳等を切り離すことなく提出する取扱いとすることについて検討

するものでございます。 

また、領収書に購入物品の内訳の記載がない場合は、政務活動で購入した物品の品名、

購入金額及び購入数を支出伝票の備考欄に記載する取扱いとすることについて検討するも

のでございます。 

最後に「７ 支出に係る証拠書類等の取扱い」ですが、これは、証拠書類として、通帳

の写しとクレジットカードの内訳明細書の両方を添付するケースなどがあるため、いずれ

か一方のみの提出とするなど提出書類の整理を検討するというものでございます。 

座長案についての説明は、以上でございます。 

 

（新堀座長） 

お聞きのとおりであります。 

座長案について、ご質問等がありましたらどうぞ。 

（なし） 

それでは、座長案について、各会派お持ち帰りの上、ご検討いただき、次回連絡会にお

いてあらためて協議願いたいと思いますがいかがでしょうか。 

（異議なし） 
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ご了承を願います。 

私からは以上でございますが、この際、何かありますでしょうか。 

（なし） 

特にないようですので、以上で、本日の日程は終了いたしました。 

次回の政務活動費連絡会は、９月17日 火曜日、本会議終了後に開催したいと思いますの 

で、よろしくお願いいたします。 

なお、開催通知につきましては、ただ今ご出席の皆様には、省略させていただきたいと

思いますので、ご了承願います。 

それでは、政務活動費連絡会を終了いたします。 

ご苦労様でした。 


